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₁ ．はじめに

　今日の各国における経済活動は，家計・企業などの民間部門の経済活動と，それを補完調整す

る公共部門の経済活動から成り立っている．世界共通の基準である国民経済計算（SNA：System 

of National Account）では，公共部門は一般政府と公的企業によって構成され，一般政府は中央政

府・地方政府・社会保障基金から成る1）．

　本論文で考察する日本の社会保障基金は，この SNA体系における一般政府の内の一部門で，中

央政府・地方政府によって設定・管理されている社会保障基金である．日本における社会保障基

金は，「①政府により賦課・支配され，②社会の全体ないし大部分をカバーし，③強制的な加入・

負担がなされる，という基準を全て満たすものであり，公的年金や雇用保険を運営する国の特別

会計（保険事業特別会計）のほか，地方公共団体の公営事業会計のうち医療，介護事業，公務員年

金を運営する共済組合の一部，独立行政法人の一部（年金積立金管理運用独立行政法人）が含まれ

る」（内閣府経済社会総合研究所 ₂₀₁₆：₃₂）．

　本論文の目的は，日本の SNA体系における社会保障基金の動向をフローとストックから考察

し，社会保障基金が日本の財政の持続可能性にどのように作用してきたかを明らかにするととも

₁）　United Nations, et. al. （₂₀₀₉） では，一般政府（general government）は，中央政府（central gov-
ernment）・州政府（state government）・地方政府（local government）・社会保障基金（social secu-
rity funds）から構成されている．日本では，州政府はなく，一般政府の内訳部門は州政府を除く ₃ 部
門となっている．
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に，今後の社会保障基金のあり方を示唆することである．日本の SNA体系における社会保障基金

のフローとストックに関する先行研究としては，高山他（₁₉₉₅），望月（₁₉₉₅，₁₉₉₇），平井（₂₀₀₉）

がある．しかし，これらの先行研究では，フローとストックの両面からの考察が必ずしも体系的

になされておらず，財政の持続可能性への社会保障基金の作用も十分に検討されてはいない．本

論文の独自性は，フローとストックの両面から財政の持続可能性への社会保障基金の作用を分析

している点，内閣府経済社会総合研究所（₂₀₁₆／₂₀₁₇）の統計表に記載されている₁₉₉₄年度から

₂₀₁₅年度までのデータに基づき考察をしている点，また₂₀₀₈SNAに対応した国民経済計算（平成

₂₃年基準版）による最新のデータを取り扱っている点にある．

　本論文の構成は，以下のとおりである．次の第 ₂節では，社会保障基金として区分される中央

政府の特別会計，地方政府の公営事業会計，特殊法人，認可法人，独立行政法人，その他（基金・

共済組合など）について，明らかにする．そして，社会保障基金の動向について，第 ₃節はフロー

から考察し，第 ₄節はストックから考察する．それを踏まえ，第 ₅節は社会保障基金が財政の持

続可能性にいかに作用してきたかを明らかにしたうえで，最後の第 ₆節で今後の社会保障基金の

あり方を示唆し簡単な結論を述べる．

₂．社会保障基金の構成

　社会保障基金として区分される中央政府の特別会計，地方政府の公営事業会計，特殊法人，認

可法人，独立行政法人，その他（基金・共済組合など）については，「国民経済計算（平成₂₃年基準）

における政府諸機関の分類（平成₂₇年度）」（内閣府経済社会総合研究所₂₀₁₆：₁₆₇⊖₁₇₂）で示されて

いる．ここで社会保障基金に区分されるものは，以下のとおりである．

（ ₁）　中央政府

　  　年金特別会計（基礎年金勘定，国民年金勘定，厚生年金勘定，健康勘定，子ども・子育て支援勘

定，業務勘定）

　　労働保険特別会計（労災勘定，雇用勘定，徴収勘定）

（ ₂）　地方政府

　　公営事業会計（国民健康保険事業・事業勘定，後期高齢者医療事業，介護保険事業・保険事業勘定）

（ ₃）　特殊法人

　　日本私立学校振興・共済事業団（その他給付経理口，共済業務勘定）

　　日本年金機構

（ ₄）　認可法人

　　地方公務員災害補償基金　

（ ₅）　独立行政法人
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　　年金積立金管理運用

　　農業者年金基金（旧年金勘定）

（ ₆）　その他

　　エヌ・ティ・ティ企業年金基金（長期経理，業務経理）

　　消防団員等公務災害補償等共済基金

　　石炭鉱業年金基金

　　社会保険診療報酬支払基金

　　国家公務員共済組合・同連合会（その他給付経理，その他）

　　地方公務員共済組合・同連合会（その他給付経理，その他）

　　警察共済組合（その他給付経理，その他）

　　公立学校共済組合（その他給付経理，その他）

　　地方議会議員共済金（給付経理，業務経理）

　　日本たばこ産業共済組合（長期経理，業務経理）

　　日本鉄道共済組合（長期経理，業務経理）

　　日本製鉄八幡共済組合

　　農林漁業団体職員共済組合（給付経理，業務経理）

　　健康保険組合・同連合会（給付経理，その他）

　　国民健康保険組合・同連合会（給付経理，その他）

　　全国健康保険協会

　この社会保障基金は，SNA体系の一般政府以外の部門である非金融法人企業，金融機関，家計，

対家計民間非営利団体のうちの金融機関の内訳部門に位置付けれらる「年金基金」とは異なる．

「年金基金には，民間金融機関として確定給付型や確定拠出型の企業年金（厚生年金基金を含む）の

他，確定拠出型個人年金や国民年金基金が含まれる一方，公的金融機関としては独立行政法人勤

労者退職共済機構等が含まれる」（内閣府経済社会総合研究所　 ₂₀₁₆：₃₁）．

₃ ．社会保障基金のフロー

　社会保障基金のフローは，国民経済計算におけるフロー編（付表） ₆（ ₁）「一般政府の部門別勘

定」で示されている．まずは，社会保障基金を含む一般政府の所得支出の流れを，表 ₁に基づき

みておこう．この表 ₁は，「₂₀₁₅年度国民経済計算（₂₀₁₁年基準・₂₀₀₈SNA）フロー編（付表） ₆

（ ₁）」に記載されている₂₀₁₅年度の所得支出のフローである．

　一般政府は，非市場生産者であるので，生産過程へ参加した結果発生する所得である「営業余

剰・混合所得（純）」はゼロで，所得の再分配前の第 ₁次所得に営業余剰・混合所得（純）は存在
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表 １　一般政府部門別フロー
（単位：₁₀億円）

部　門取引の種類 　
₂₀₁₅年度

中央政府 地方政府 社会保障基金 合　計
₁．生産・輸入品に課される税（受取） ₂₆,₃₉₅.₇ ₁₉,₁₈₀.₁ ₀.₀ ₄₅,₅₇₅.₇
　　（ ₁）生産物に課される税 ₂₄,₆₅₂.₂ ₇,₄₅₉.₆ ₀.₀ ₃₂,₁₁₁.₇
　　　　　ａ．付加価値型税（VAT） ₁₇,₄₂₆.₃ ₄,₉₇₄.₂ ₀.₀ ₂₂,₄₀₀.₅
　　　　　ｂ．輸入関税 ₁,₀₄₈.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₀₄₈.₇
　　　　　ｃ．その他 ₆,₁₇₇.₁ ₂,₄₈₅.₄ ₀.₀ ₈,₆₆₂.₅
　　（ ₂）生産に課されるその他の税 ₁,₇₄₃.₅ ₁₁,₇₂₀.₅ ₀.₀ ₁₃,₄₆₄.₀
₂ ．（控除）補助金（支払） ₁,₂₁₈.₁ ₂,₁₈₉.₉ ₀.₀ ₃,₄₀₈.₀
₃ ．財産所得（受取） ₂,₈₂₆.₉ ₅₉₅.₉ ₄,₈₄₃.₉ ₈,₂₆₆.₇
　　（ ₁）利子 ₂,₇₀₄.₉ ₂₇₇.₃ ₄,₈₃₉.₃ ₇,₈₂₁.₅
　　（ ₂）法人企業の分配所得 ₁₁₀.₉ ₃₁₃.₉ ₀.₁ ₄₂₅.₀
　　　　　ａ．配当 ₇₅.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₇₅.₇
　　　　　ｂ．準法人企業所得からの引き出し ₃₅.₂ ₃₁₃.₉ ₀.₁ ₃₄₉.₃
　　（ ₃）保険契約者に帰属する投資所得 ₀.₂ ₀.₂ ₀.₀ ₀.₄
　　（ ₄）賃貸料 ₁₀.₉ ₄.₅ ₄.₅ ₁₉.₈
₄ ．第 ₁次所得の受取 ₂₈,₀₀₄.₅ ₁₇,₅₈₆.₁ ₄,₈₄₃.₉ ₅₀,₄₃₄.₄
₅ ．財産所得（支払） ₈,₃₃₅.₇ ₁,₇₇₃.₆ ₇.₂ ₁₀,₁₁₆.₆
　　（ ₁）利子 ₈,₂₂₃.₃ ₁,₅₃₉.₉ ₇.₂ ₉,₇₇₀.₄
　　（ ₂）賃貸料 ₁₁₂.₅ ₂₃₃.₇ ₀.₀ ₃₄₆.₂
₆ ．第 ₁次所得の支払₁） ₈,₃₃₅.₇ ₁,₇₇₃.₆ ₇.₂ ₁₀,₁₁₆.₆
₇ ．第 ₁次所得バランス（純） ₁₉,₆₆₈.₇ ₁₅,₈₁₂.₄ ₄,₈₃₆.₇ ₄₀,₃₁₇.₉
　　（再掲）第 ₁次所得バランス（総） ₂₅,₅₂₄.₆ ₂₇,₈₈₈.₆ ₄,₈₄₃.₇ ₅₈,₂₅₆.₉
　　　　　 （控除）固定資本減耗 ₅,₈₅₅.₉ ₁₂,₀₇₆.₁ ₇.₀ ₁₇,₉₃₉.₀
₈ ．所得・富等に課される経常税（受取） ₃₂,₃₃₁.₆ ₂₀,₁₄₃.₈ ₀.₀ ₅₂,₄₇₅.₄
　　（ ₁）所得に課される税 ₂₉,₉₂₈.₄ ₁₄,₆₆₀.₆ ₀.₀ ₄₄,₅₈₉.₁
　　（ ₂）その他の経常税 ₂,₄₀₃.₂ ₅,₄₈₃.₂ ₀.₀ ₇,₈₈₆.₃
₉ ．社会負担（受取） ₅₁₄.₇ ₂,₀₈₈.₇ ₆₄,₄₈₈.₀ ₆₇,₀₉₁.₅
　　（ ₁）現実社会負担 ₀.₀ ₀.₀ ₆₄,₄₇₇.₂ ₆₄,₄₇₇.₂
　　　　　ａ．雇主の現実社会負担 ₀.₀ ₀.₀ ₂₉,₅₂₇.₈ ₂₉,₅₂₇.₈
　　　　　ｂ．家計の現実社会負担 ₀.₀ ₀.₀ ₃₄,₉₄₉.₄ ₃₄,₉₄₉.₄
　　（ ₂）帰属社会負担 ₅₁₄.₇ ₂,₀₈₈.₇ ₁₀.₉ ₂,₆₁₄.₃
₁₀．その他の経常移転（受取） ₁,₅₁₈.₀ ₂₉,₆₈₅.₄ ₃₄,₈₈₀.₀ ₆₆,₀₈₃.₅
　　（ ₁）非生命保険金 ₆.₇ ₇.₄ ₀.₇ ₁₄.₇
　　（ ₂）一般政府内の経常移転 ₄₀₅.₀ ₂₉,₅₉₁.₃ ₃₄,₃₆₀.₉ ₆₄,₃₅₇.₂
　　（ ₃）経常国際協力 ₁.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₁.₅
　　（ ₄）他に分類されない経常移転 ₁,₁₀₄.₈ ₈₆.₇ ₅₁₈.₅ ₁,₇₁₀.₀
₁₁．所得の第 ₂次配分の受取 ₅₄,₀₃₃.₁ ₆₇,₇₃₀.₄ ₁₀₄,₂₀₄.₈ ₂₂₅,₉₆₈.₃
₁₂．現物社会移転以外の社会給付（支払）₂） ₉₆₉.₂ ₈,₇₀₁.₃ ₅₇,₁₆₂.₇ ₆₆,₈₃₃.₂
　　（ ₁）現金による社会保障給付 ₀.₀ ₀.₀ ₅₇,₁₅₁.₈ ₅₇,₁₅₁.₈
　　（ ₂）その他の社会保険非年金給付 ₅₁₄.₇ ₂,₀₈₈.₇ ₁₀.₉ ₂,₆₁₄.₃
　　（ ₃）社会扶助給付 ₄₅₄.₅ ₆,₆₁₂.₆ ₀.₀ ₇,₀₆₇.₁
₁₃．その他の経常移転（支払） ₅₆,₉₈₈.₉ ₁₄,₃₈₉.₁ ₄₈₇.₃ ₇₁,₈₆₅.₃
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　　（ ₁）非生命純保険料 ₇.₈ ₈.₆ ₀.₈ ₁₇.₂
　　（ ₂）一般政府内の経常移転 ₅₄,₇₁₁.₄ ₉,₄₃₇.₉ ₂₀₇.₉ ₆₄,₃₅₇.₂
　　（ ₃）経常国際協力 ₄₅₉.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₄₅₉.₃
　　（ ₄）他に分類されない経常移転 ₁,₈₁₀.₃ ₄,₉₄₂.₆ ₂₇₈.₆ ₇,₀₃₁.₆
₁₄．所得の第 ₂次分配の支払₃） ₅₇,₉₅₈.₁ ₂₃,₀₉₀.₄ ₅₇,₆₄₉.₉ ₁₃₈,₆₉₈.₅
₁₅．可処分所得（純） －₃,₉₂₅.₀ ₄₄,₆₄₀.₀ ₄₆,₅₅₄.₈ ₈₇,₂₆₉.₈
　　（再掲）可処分所得（総） ₁,₉₃₀.₈ ₅₆,₇₁₆.₁ ₄₆,₅₆₁.₉ ₁₀₅,₂₀₈.₈
　　　　　 （控除）固定資本減耗 ₅,₈₅₅.₉ ₁₂,₀₇₆.₁ ₇.₀ ₁₇,₉₃₉.₀
₁₆．調整可処分所得（純） －₅,₇₁₀.₉ ₂₇,₀₃₅.₀ ₁,₅₆₃.₃ ₂₂,₈₈₇.₃
　　（再掲）調整可処分所得（総） ₁₄₄.₉ ₃₉,₁₁₁.₂ ₁,₅₇₀.₃ ₄₀,₈₂₆.₄
　　　　　 （控除）固定資本減耗 ₅,₈₅₅.₉ ₁₂,₀₇₆.₁ ₇.₀ ₁₇,₉₃₉.₀
₁₇．最終消費支出 ₁₅,₆₄₂.₇ ₄₅,₃₇₂.₅ ₄₅,₀₁₁.₂ ₁₀₆,₀₂₆.₃
　　（ ₁）現物社会移転（個別消費支出） ₁,₇₈₅.₉ ₁₇,₆₀₄.₉ ₄₄,₉₉₁.₆ ₆₄,₃₈₂.₄
　　　　ａ．現物社会移転（非市場産出） ₁,₆₉₈.₅ ₁₄,₄₇₀.₄ ₁,₆₁₁.₇ ₁₇,₇₈₀.₆
　　　　ｂ．現物社会移転（市場産出の購入） ₈₇.₄ ₃,₁₃₄.₅ ₄₃,₃₇₉.₉ ₄₆,₆₀₁.₉
　　（ ₂）現実最終消費（集合消費支出） ₁₃,₈₅₆.₈ ₂₇,₇₆₇.₅ ₁₉.₆ ₄₁,₆₄₃.₉
₁₈．貯蓄（純） －₁₉,₅₆₇.₇ －₇₃₂.₅ ₁,₅₄₃.₆ －₁₈,₇₅₆.₆
　　（再掲）貯蓄（総） －₁₃,₇₁₁.₈ ₁₁,₃₄₃.₆ ₁,₅₅₀.₇ －₈₁₇.₅
　　　　　 （控除）固定資本減耗 ₅,₈₅₅.₉ ₁₂,₀₇₆.₁ ₇.₀ ₁₇,₉₃₉.₀
₁₉．資本移転（受取） ₃,₅₂₀.₀ ₆,₂₆₉.₀ ₄,₆₉₉.₈ ₁₄,₄₈₈.₇
　　（ ₁）他の一般政府部門からのもの ₇₁₆.₉ ₅,₂₅₂.₀ ₀.₀ ₅,₉₆₈.₉
　　（ ₂）居住者からのもの ₂,₈₀₂.₅ ₁,₀₁₇.₀ ₄,₆₉₉.₇ ₈,₅₁₉.₃
　　　　　　　　うち資本税 ₁,₉₆₈.₄ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₉₆₈.₄
　　（ ₃）海外からのもの ₀.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₅
₂₀．（控除）資本移転（支払） ₇,₂₃₁.₇ ₃,₃₈₃.₂ ₂₁.₃ ₁₀,₆₃₆.₂
　　（ ₁）他の一般政府部門に対するもの ₅,₂₄₈.₉ ₇₁₄.₇ ₅.₄ ₅,₉₆₈.₉
　　（ ₂）居住者に対するもの ₁,₈₁₀.₇ ₂,₆₆₈.₆ ₁₅.₉ ₄,₄₉₅.₂
　　（ ₃）海外に対するもの ₁₇₂.₁ ₀.₀ ₀.₀ ₁₇₂.₁
₂₁．貯蓄・資本移転による正味資産の変動 －₂₃,₂₇₉.₄ ₂,₁₅₃.₂ ₆,₂₂₂.₂ －₁₄,₉₀₄.₁
₂₂．総固定資本形成 ₆,₁₆₁.₀ ₁₃,₂₀₂.₉ ₄₄.₅ ₁₉,₄₀₈.₄
₂₃．（控除）固定資本減耗 ₅,₈₅₅.₉ ₁₂,₀₇₆.₁ ₇.₀ ₁₇,₉₃₉.₀
₂₄．在庫変動 ₂₀.₃ ₀.₄ ₀.₀ ₂₀.₇
₂₅．土地の購入（純） ₂₄₇.₇ ₈₀₉.₅ －₇.₇ ₁,₀₄₉.₅
₂₆．純貸出（＋）／純借入（－） －₂₃,₈₅₂.₆ ₂₁₆.₅ ₆,₁₉₂.₄ －₁₇,₄₄₃.₆
（参考）プライマリーバランス₄） －₁₇,₈₉₄.₆ ₂,₂₆₀.₁ ₁,₃₇₃.₈ －₁₄,₂₆₀.₇
（参考）受取利子（FISIM調整前） ₂,₆₉₀.₁ ₂₃₃.₁ ₄,₈₂₅.₉ ₇,₇₄₉.₁
（参考）支払利子（FISIM調整前） ₈,₆₄₈.₁ ₂,₂₇₆.₇ ₇.₂ ₁₀,₉₃₁.₉

　注： ₁）本表の「 ₆．第 ₁次所得の支払」には「 ₇．第 ₁次所得バランス（純）」が加算されていない．
　　　 ₂）「₁₂．現物社会移転以外の社会給付（支払）」のうち，「（ ₃）社会扶助給付」には，現物を含む．
　　　 ₃）「₁₄．所得の第 ₂次分配の支払」には「₁₅．可処分所得（純）」が加算されていない．
　　 　 ₄） 「（参考）プライマリーバランス」＝「₂₆．純貸出（＋）／純借入（－）」＋「（参考）支払利子（FISIM調整前）」－「（参

考）受取利子（FISIM調整前）」
出所 ）内閣府経済社会総合研究所（₂₀₁₆／₂₀₁₇）「₂₀₁₅年度国民経済計算（₂₀₁₁年基準・₂₀₀₈SNA）フロー編（付表）₆（₁）」，
但し，年度は西暦表記し，注表記も変更する等一部修正した．



224

しない．他方，他部門（非金融法人企業，金融機関，家計，対家計民間非営利団体）から納税される

「生産・輸入品に課される税（受取）」が一般政府の所得源泉となるとともに，他部門への補助金

（支払）が控除される．公的企業は市場生産者（非金融法人企業および金融機関）として他部門にな

る．ここで，生産・輸入品に課される税とは，消費税・関税・揮発油税・電源開発促進税などの

税で，「原則として，①財貨・サービスの生産，販売，購入または使用に関して生産者に課される

租税で，②税法上損金算入が認められ，③その負担が最終購入者へ転嫁されるものを指す」（内閣

府経済社会総合研究所 ₂₀₁₆：₄₉）．また，補助金とは，「一般的に，①一般政府から市場生産者に対

して交付され，②市場生産者の経常経費を賄うために交付されるものであり，③財貨・サービス

の市場価値を低下させるものであると考えられるものであること，という ₃つの条件を満たす経

常交付金である」（内閣府経済社会総合研究所 ₂₀₁₆：₅₀⊖₅₁）．

　これらに利子や賃借料からなる財産所得の受取を加算して，一般政府の第 ₁次所得の受取が示

されている．つまり，同表の項目番号でいえば ₄ ＝ ₁－₂ ＋ ₃ で，一般政府の ₁次所得の受取の

数値になる．中央政府をみると第 ₁次所得の受取＝₂₆,₃₉₅.₇－₁₂₁₈.₁＋₂₈₂₆.₉＝₂₈,₀₀₄.₅（₁₀億円）

で，社会保障基金については第 ₁次所得の受取＝財産所得（受取）＝₄,₈₄₃.₉（₁₀億円）の数値となっ

ている．次いで，利子や賃借料からなる財産所得の支払が ₁次所得の支払となり， ₁次所得の受

取から ₁次所得の支払を差し引き，₁次所得バランス（純）が導かれる．同表の項目番号でいえば，

₇＝ ₄－₆ として第 ₁次所得バランス（純）の数値がある．

　この第 ₁次所得バランス（純）を源泉として，「所得・富等に課される経常税」の受取や社会保

険に係る負担や給付，その他の経常移転の受取・支払，といった所得の再分配の流れを把握し，一

般政府部門の経常収入の合計から経常支出の合計を控除した処分可能な所得つまり可処分所得

（純）が導出される．

　受取側にある所得・富等に課される経常税とは，所得税・法人税・住民税・事業税などの税で，「主

に，毎課税期間に定期的に支払われる家計の所得，法人企業の利潤に課される税，さらに富に課

される税から成る」（内閣府経済社会総合研究所 ₂₀₁₆：₆₇）．社会負担（受取）は，雇主・雇用者（家

計）が支払う強制的な社会保険料負担で，一般政府（社会保障基金）から見ると受取となる．一般

政府における「雇主の現実社会負担」と「家計の現実社会負担」は，社会保障制度に係る雇主と

雇用者の実際の負担であり，社会保障基金の実際の受取である．「帰属社会負担」は，雇主の帰属

社会負担で，確定給付型の退職後所得保障制度に関して帰属計算される社会負担である．そして，

一般政府内の経常移転を含むその他の経常移転（受取）が受取側に入り，所得の第 ₂次分配の受取

となる．項目番号でみると，₁₁＝ ₇ ＋ ₈ ＋ ₉ ＋₁₀で，所得の第 ₂次配分の受取が算定される．他

方，支払側には「現物社会移転以外の社会給付（支払）」と一般政府内の経常移転を含むその他の

経常移転（支払）がある．現物社会移転以外の社会給付（支払）は一般政府から支払がなされる社

会保険に係る現金給付である．ここの現物社会移転とは，一般政府が家計に対し現物の形で財・
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サービスを支給したものである．そして，所得の第 ₂次分配の支払は，項目番号でみれば₁₄＝₁₂

＋₁₃の数値になる．以上から，所得の第 ₂次配分の受取から所得の第 ₂次分配の支払を差し引き，

一般政府の可処分所得（純）が導出される．項目番号でいえば，₁₅＝₁₁－₁₄で導出される2）．

　次いで，可処分所得（純）を使用する用途として最終消費支出と貯蓄に振り分ける．最終消費

は，個々の家計あるいは社会全体が個別的ないし集合的な必要性と欲求を満足させるために費消

する財・サービスの価値額である．一般政府の最終消費支出は，個々の家計の便益のために支出

する「個別消費支出」と社会全体の便益のために支出する「集合消費支出」に分かれる．現物社

会移転には，個々の家計に便益を与える現物を市場で購入するもの（市場産出の購入）と，教育や

公衆衛生のように一般政府により産出された財・サービスのうち一般政府以外の部門からの収入

で賄われず個々の家計向けに政府が自己消費として使いつくすもの（非市場産出）とがある．した

がって，個別消費支出＝現物社会移転（市場産出の購入）＋現物社会移転（非市場産出）＝現物社会移

転となる．一般政府の便益享受ベースの最終消費である「現実最終消費」＝最終消費支出－現物社

会移転＝最終消費支出－個別消費支出＝集合消費支出である．この点が，表 ₁の項目番号₁₇で示さ

れている．貯蓄（純）は，項目番号で示せば，₁₈＝₁₅－₁₇となる．

　表 ₁の項目番号₁₈~₂₅の項目が資本勘定に関する項目で，「貯蓄・資本移転による正味資産の変

動」は，所得支出勘定で導出された貯蓄（純）と資本移転の受取・支払との差し引きから導かれる．

項目番号で示せば，₂₁＝₁₈＋₁₉－₂₀である．これから，実物投資＝（総固定資本形成－固定資本減耗）＋

在庫変動＋土地の購入（純）を差し引いて，「純貸出（＋）純借入（－）」を導出する．これが一般

政府の貯蓄投資バランスである．表 ₁の「（参考）プライマリーバランス」は，第 ₅節で詳述する

が，「純貸出（＋）純借入（－）」＋「（参考）支払利子（FISIM調整前）－（参考）受取利子（FISIM調整

前）」として計算されたものである3）．

　表 ₁で一般政府と他部門との受取・支出のやり取りを，いま一度確認しておこう．一般政府の

他部門からの受取は，税，社会負担（受取）すなわち社会保険料，財産所得，その他の経常移転

（受取），資本移転（受取）である．他方，一般政府の他部門への支出は，補助金，財産所得（支

₂ ）　表 ₁ の項目番号₁₆の「調整可処分所得（純）」は，一般政府では「可処分所得（純）」から「現物社
会移転支払」が除かれたものである．表 ₁ の項目番号で示せば₁₆＝₁₅－₁₇（₁）で，調整可処分所得
（純）＝－₃,₉₂₅.₀－₁,₇₈₅.₉＝－₅,₇₁₀.₉の数値になっている．ただし，家計部門の「調整可処分所得（純）」
は，「可処分所得（純）」に「現物社会移転支払」が加算されたものになる．

₃ ）　ここで，FISIM（Financial Intermediation Services Indirectly Measured）とは，「間接的に計測さ
れる金融仲介サービス」で，金融仲介機関による明示的には料金を課さないサービスの価額を間接的
に推計したもので帰属利子を意味する．FISIM調整前とは，こうした帰属利子を含まない，実際の受
取利子や支払利子である．国民経済計算上の利子は，FISIMを調整した後の概念であるが，IMF（In-
ternational Monetary Fund：国際通貨基金）の政府財政統計マニュアルでは，政府の収支については
実際の利子の受取・支払で算定される． 
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払），現物社会移転以外の社会給付，その他の経常移転（支払），最終消費支出（個別消費支出＋集

合消費支出），資本移転（支払），総固定資本形成，在庫変動，土地の購入（純）である4）．

　一般政府内の経常移転と資本移転の内訳は，本論文では記載していないが，₂₀₁₅年度国民経済

計算（₂₀₁₁年基準・₂₀₀₈SNA）フロー編（付表）， ₆（ ₁）一般政府の部門別勘定の下段に示されて

いる．一般政府全体でみれば支出合計と受取合計とが当然のことながら一致する．表 ₁の項目₁₀

（ ₂ ）に関する，社会保障基金の経常移転の受取 ₃₄,₃₆₀.₉（₁₀億円）の内訳をみると，中央政府か

ら₂₅,₂₃₈.₇（₁₀億円），地方政府から₉,₁₂₂.₂（₁₀億円）となっている．また，表 ₁の項目₁₃（ ₂ ）に

関する，社会保障基金の経常移転の支払₂₀₇.₉（₁₀億円）の内訳は，中央政府へ₈₉.₃（₁₀億円），地

方政府へ₁₁₈.₆（₁₀億円）となっている．さらに，一般政府内の資本移転については，表 ₁の項目

₁₉（ ₁ ）で示されているように社会保障基金は中央政府・地方政府からの受取はなく，表 ₁の項目

₂₀（ ₁ ）のとおり社会保障基金から中央政府・地方政府への支払は₅.₄（₁₀億円）である．その内訳

は，社会保障基金から，中央政府へ₂.₃（₁₀億円），地方政府へ₃.₁（₁₀億円）の資本移転の支払がな

されている．これら内訳は，₂₀₁₅年度国民経済計算（₂₀₁₁年基準・₂₀₀₈SNA）フロー編（付表）， ₆

（ ₁）一般政府の部門別勘定の下段に示されている．

　この表 ₁は，₂₀₁₅年度の社会保障基金のフローを中央政府・地方政府とともに示したものであ

るが，表 ₂は一般政府から家計への移転の明細について，表 ₃は社会保障負担の明細について，

₂₀₁₅年度のデータを示している．表 ₁と表 ₂及び表 ₃の関係は，以下のようになる．

　表 ₂の「現物社会移転以外の社会給付」は，表 ₁の項目番号₁₂に対応している．表 ₂の「 ₁．

社会保障給付」の₅₇,₁₅₁.₈（₁₀億円）は，表 ₁の社会保障基金の項目番号₁₂「（ ₁）現金による社会

保障給付」の₅₇,₁₅₁.₈（₁₀億円）で，その内訳が表 ₂の項目番号 ₁（ ₁）から ₁（ ₉）のようになる．

社会保障基金の「現金による社会保障給付」の₈₂.₆%（＝₄₇,₁₈₁.₁／₅₇,₁₅₁.₈）が，（ ₁）特別会計を

経由して家計に移転されている．特に，厚生年金勘定で₄₀.₇%（＝₂₃,₂₆₆.₄／₅₇,₁₅₁.₈），国民年金勘

定で₃₇.₉%（＝₂₁,₆₆₅.₃／₅₇,₁₅₁.₈）を占めている．表 ₂の「 ₂．その他の社会保険非年金給付」の

₂,₆₁₄.₃（₁₀億円）は，表 ₁の合計の項目番号₁₂「（ ₂）その他の社会保険非年金給付」の₂,₆₁₄.₃（₁₀

億円）で，その大半は地方政府のものであり，社会保障基金のウェートは₀.₄%（＝₁₀.₉／₂,₆₁₄.₃）

に過ぎない．また，表 ₂の「 ₃．社会扶助給付」の₇,₀₆₇.₁（₁₀億円）は，表 ₁の合計の項目番号₁₂

「（ ₃）社会扶助給付」の₇,₀₆₇.₁（₁₀億円）で，その大半は地方政府のものであり，社会保障基金の

₄）　一般政府の現実の予算・決算項目には最終消費支出はなく，国民経済計算では，最終消費支出＝雇
用者報酬＋固定資本減耗＋中間投入＋生産・輸入品に課される税－総固定資本形成－財・サービスの販
売＋現物社会移転（市場産出の購入）として導出される．産出額＝付加価値＋中間投入で，一般政府
の付加価値＝雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課される税なので，最終消費支出＝産出額
－総固定資本形成－財・サービスの販売＋現物社会移転（市場産出の購入）である．すなわち，一般政
府部門の雇用者報酬（公務員給与と理解してよい）は，一般政府の所得支出勘定では表に出てこない．
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表 ２　一般政府から家計への移転の明細表（社会保障関係）
（単位：₁₀億円）

項　　　　目
₂₀₁₅年度

現物社会移転
以外の社会給付

現物社会移転
（市場産出の購入） 合　計

₁．社会保障給付₁） ₅₇,₁₅₁.₈ ₄₃,₃₇₉.₉ ₁₀₀,₅₃₁.₇
　　（ ₁）特別会計 ₄₇,₁₈₁.₁ ₂₂₉.₇ ₄₇,₄₁₀.₈
　　　　　ａ．年金（除児童手当）₂） ₄₄,₉₃₁.₈ ₀.₀ ₄₄,₉₃₁.₈
　　　　　　　（ａ）健康保険 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　　　　　　（ｂ）厚生年金 ₂₃,₂₆₆.₄ ₀.₀ ₂₃,₂₆₆.₄
　　　　　　　（ｃ）国民年金 ₂₁,₆₆₅.₃ ₀.₀ ₂₁,₆₆₅.₃
　　　　　ｂ．労働保険 ₂,₂₄₉.₃ ₂₂₉.₇ ₂,₄₇₉.₁
　　　　　　　（ａ）労災保険 ₆₀₇.₂ ₂₂₉.₇ ₈₃₆.₉
　　　　　　　（ｂ）雇用保険 ₁,₆₄₂.₂ ₀.₀ ₁,₆₄₂.₂
　　　　　ｃ．船員保険 ― ― ―
　　　　　　　（ａ）疾病給付 ― ― ―
　　　　　　　（ｂ）年金給付 ― ― ―
　　　　　　　（ｃ）失業給付 ― ― ―
　　（ ₂）国民健康保険 ₉₉.₀ ₉,₉₅₈.₂ ₁₀,₀₅₇.₁
　　（ ₃）後期高齢者医療 ₀.₀ ₁₄,₀₅₉.₂ ₁₄,₀₅₉.₂
　　（ ₄）共済組合 ₆,₇₁₂.₆ ₁,₀₈₈.₃ ₇,₈₀₁.₀
　　　　　ａ．国家公務員共済組合 ₁,₅₆₇.₄ ₂₄₃.₉ ₁,₈₁₁.₃
　　　　　　　（ａ）短期経理 ₂₇.₉ ₂₄₃.₉ ₂₇₁.₈
　　　　　　　（ｂ）長期経理 ₁,₅₃₉.₅ ₀.₀ ₁,₅₃₉.₅
　　　　　ｂ．地方公務員共済組合 ₄,₅₁₈.₄ ₇₂₀.₅ ₅,₂₃₈.₉
　　　　　　　（ａ）短期経理 ₁₃₂.₁ ₇₂₀.₅ ₈₅₂.₆
　　　　　　　（ｂ）長期経理 ₄,₃₈₆.₃ ₀.₀ ₄,₃₈₆.₃
　　　　　ｃ．その他 ₆₂₆.₉ ₁₂₃.₉ ₇₅₀.₈
　　　　　　　（ａ）短期経理 ₁₄.₆ ₁₂₃.₉ ₁₃₈.₅
　　　　　　　（ｂ）長期経理 ₆₁₂.₂ ₀.₀ ₆₁₂.₂
　　（ ₅）組合管掌健康保険 ₃₇₂.₉ ₃,₇₂₈.₂ ₄,₁₀₁.₁
　　 ( ₆ ) 全国健康保険協会 ₄₁₇.₇ ₅,₀₆₉.₀ ₅,₄₈₆.₈
　　（ ₇）児童手当及び子ども手当 ₂,₁₇₉.₅ ₀.₀ ₂,₁₇₉.₅
　　（ ₈）基金 ₁₄₆.₄ ₈.₀ ₁₅₄.₄
　　（ ₉）介護保険 ₄₂.₆ ₉,₂₃₉.₃ ₉,₂₈₁.₉
₂ ．その他の社会保険非年金給付 ₂,₆₁₄.₃ ₀.₀ ₂,₆₁₄.₃
　　　　　うち公務災害補償 ₁₃.₁ ₀.₀ ₁₃.₁
₃ ．社会扶助給付 ₇,₀₆₇.₁ ₃,₁₆₀.₇ ₁₀,₂₂₇.₈
　　　　　うち恩給 ₃₈₃.₀ ₀.₀ ₃₈₃.₀

合　　計 ₆₆,₈₃₃.₂ ₄₆,₅₄₀.₆ ₁₁₃,₃₇₃.₈

　注： ₁）付表₁₀の分類と対応している．
　　　 ₂  ）平成₁₉年度より厚生保険特別会計及び国民年金特別会計が統合されて年金特別会計となったことに伴い，

表章項目を見直した（平成₁₈年度確報以前におけるａ．厚生保険（除児童手当）（ａ）健康保険，（ｂ）厚
生年金 ，ｂ．国民年金がそれぞれ本表におけるａ．年金（除児童手当）（ａ）健康保険，（ｂ）厚生年金 ，（ｃ）
国民年金に対応）．

出所 ）内閣府経済社会総合研究所（₂₀₁₆／₂₀₁₇）「₂₀₁₅年度国民経済計算（₂₀₁₁年基準・₂₀₀₈SNA）フロー編（付表）
₉」，但し年度は西暦表記し，注表記も変更した．
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表 ３　社会保障負担の明細表
（単位：₁₀億円）

項　　　目₁） ₂₀₁₅年度
雇主の現実社会負担 家計の現実社会負担 合　計

₁．特別会計 ₂₀,₁₇₁.₂ ₂₀,₂₁₈.₀ ₄₀,₃₈₉.₂
　　（ ₁）年金（除児童手当）₂） ₁₇,₉₁₆.₇ ₁₉,₃₇₉.₃ ₃₇,₂₉₆.₀
　　　　　ａ．健康保険 ₄,₀₀₁.₂ ₃,₉₉₆.₅ ₇,₉₉₇.₇
　　　　　ｂ．厚生年金 ₁₃,₉₁₅.₅ ₁₃,₉₁₅.₅ ₂₇,₈₃₁.₀
　　　　　ｃ．国民年金 ₀.₀ ₁,₄₆₇.₃ ₁,₄₆₇.₃
　　（ ₂）労働保険 ₂,₂₅₄.₅ ₈₃₈.₆ ₃,₀₉₃.₁
　　　　　ａ．労災保険 ₈₂₇.₈ ₀.₀ ₈₂₇.₈
　　　　　ｂ．雇用保険 ₁,₄₂₆.₇ ₈₃₈.₆ ₂,₂₆₅.₃
　　（ ₃）船員保険 ― ― ―
　　　　　ａ．疾　病 ― ― ―
　　　　　ｂ．年　金 ― ― ―
　　　　　ｃ．失　業 ― ― ―
　　　　　ｄ．その他 ― ― ―
₂．国民健康保険 ₀.₀ ₃,₁₂₂.₂ ₃,₁₂₂.₂
₃ ．後期高齢者医療 ₀.₀ ₁,₀₆₉.₁ ₁,₀₆₉.₁
₄ ．共済組合 ₃,₇₈₂.₆ ₃,₆₃₁.₁ ₇,₄₁₃.₇
　　（ ₁）国家公務員共済組合 ₈₈₁.₁ ₈₇₉.₅ ₁,₇₆₀.₅
　　　　　ａ．短期経理 ₂₈₄.₄ ₂₈₉.₅ ₅₇₃.₉
　　　　　ｂ．長期経理 ₅₈₅.₆ ₅₈₃.₄ ₁,₁₆₉.₀
　　　　　ｃ．業務経理 ₄.₆ ₀.₀ ₄.₆
　　　　　ｄ．保健経理 ₆.₅ ₆.₆ ₁₃.₁
　　（ ₂）地方公務員共済組合 ₂,₄₈₀.₄ ₂,₄₁₈.₉ ₄,₈₉₉.₃
　　　　　ａ．短期経理 ₈₁₉.₂ ₈₃₁.₂ ₁,₆₅₀.₄
　　　　　ｂ．長期経理 ₁,₆₀₉.₆ ₁,₅₅₉.₉ ₃,₁₆₉.₆
　　　　　ｃ．業務経理 ₂₂.₇ ₀.₀ ₂₂.₇
　　　　　ｄ．保健経理 ₂₈.₈ ₂₇.₈ ₅₆.₇
　　（ ₃）その他 ₄₂₁.₂ ₃₃₂.₇ ₇₅₃.₉
　　　　　ａ．短期経理 ₁₁₆.₈ ₁₁₆.₈ ₂₃₃.₅
　　　　　ｂ．長期経理 ₃₀₄.₀ ₂₁₅.₉ ₅₁₉.₉
　　　　　ｃ．業務経理 ₀.₅ ₀.₀ ₀.₅
₅ ．組合管掌健康保険 ₄,₂₃₇.₄ ₃,₅₄₃.₅ ₇,₇₈₀.₉
₆ ．全国健康保険協会 ₀.₀ ₇₉.₄ ₇₉.₄
₇ ．児童手当及び子ども手当 ₄₃₆.₆ ₀.₀ ₄₃₆.₆
₈ ．基　　金 ₄₆.₅ ₀.₀ ₄₆.₅
₉ ．介護保険 ₈₅₃.₄ ₃,₂₈₆.₁ ₄,₁₃₉.₅

合　　計 ₂₉,₅₂₇.₈ ₃₄,₉₄₉.₄ ₆₄,₄₇₇.₂

　注： ₁）本表の分類は付表 ₉の分類（「 ₁．社会保障給付」の部分）と対応している．
　　　 ₂  ）平成₁₉年度より厚生保険特別会計及び国民年金特別会計が統合されて年金特別会計となったことに伴い，表章項

目を見直した（平成₁₈年度確報以前における（ ₁）厚生保険（除児童手当）ａ．健康保険，ｂ．厚生年金 ，（ ₂）
国民年金がそれぞれ本表における（ ₁）年金（除児童手当）ａ．健康保険，ｂ．厚生年金 ，ｃ．国民年金に対応）．

出所 ）内閣府経済社会総合研究所（₂₀₁₆／₂₀₁₇）「₂₀₁₅年度国民経済計算（₂₀₁₁年基準・₂₀₀₈SNA）フロー編（付表）₁₀」，
但し年度は西暦表記し，注表記も変更した．
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ウェートは ₀ %である．

　以上が，表 ₂の「現物社会移転以外の社会給付」の内訳と表 ₁の関係であるが，表 ₂の「現物

社会移転（市場産出の購入）」は，表 ₁の項目番号₁₇（ ₁ ）bに対応する．まず，表 ₂の「 ₁．社会

保障給付」の₄₃,₃₇₉.₉（₁₀億円）は，表 ₁の社会保障基金の項目番号₁₇「（ ₁）b現物社会移転（市

場産出の購入）」の₄₃,₃₇₉.₉（₁₀億円）で，その内訳が表 ₂の項目番号 ₁（ ₁）から ₁（ ₉）のように

なる．社会保障基金の「現物社会移転（市場産出の購入）」の₃₂.₄%（＝₁₄,₀₅₉.₂／₄₃,₃₇₉.₉）が「 ₁

（ ₃ ）後期高齢者医療」として，次いで₂₃.₀%（＝₉,₉₅₈.₂／₄₃,₃₇₉.₉）が「 ₁（ ₂ ）国民健康保険」と

して，また₂₁.₃%（＝₉,₂₃₉.₃／₄₃,₃₇₉.₉）が「 ₁（ ₉ ）介護保険」として，家計に移転されている．

表 ₂の「 ₃．社会扶助給付」の₃,₁₆₀.₇（₁₀億円）は，表 ₁の項目番号₁₇「（ ₁）b現物社会移転（市

場産出の購入）」の中央政府₈₇.₄（₁₀億円）と地方政府の₃,₁₃₄.₅（₁₀億円）の合計₃,₂₂₁.₉（₁₀億円）

のうち家計に移転されたもので，その差額の₆₁.₂（₁₀億円）は家計以外への移転である．

　表 ₃は，表 ₁の項目番号 ₉の「（ ₁）現実社会負担」の内訳を示している．表 ₁の「 ₉（ ₁ ）a雇

主の現実社会負担」の金額₂₉,₅₂₇.₈（₁₀億円）は，表 ₃の「雇主の現実社会負担」の合計の金額に

なっている．その合計金額の₆₈.₃%（＝₂₀,₁₇₁.₂／₂₉,₅₂₇.₈）が「 ₁．特別会計」で，特に「 ₁（ ₁）

年金」のウェートが₆₀.₇%（＝₁₇,₉₁₆.₇／₂₉,₅₂₇.₈）と高く，年金の中でも「 ₁（ ₁）b. 厚生年金」の

ウェートが₄₇.₁%（＝₁₃,₉₁₅.₅／₂₉,₅₂₇.₈）に達している．次いで，「 ₅．組合管掌健康保険」の

ウェートが₁₄.₄%（＝₄,₂₃₇.₄／₂₉,₅₂₇.₈），そして「 ₄．共済組合」のウェートが₁₂.₈%（＝₃,₇₈₂.₆／

₂₉,₅₂₇.₈）となっている．他方，表 ₁の「 ₉（ ₁ ）b家計の現実社会負担」の金額₃₄,₉₄₉.₄（₁₀億円）

は，表 ₃ の「家計の現実社会負担」の合計の金額になっている．その合計金額の負担内訳の

ウェートは，いま述べた「雇主の現実社会負担」に関するウェートと同じ傾向にあるが，「 ₁（ ₁）

c 国民年金」，「 ₂．国民健康保険」，「 ₃．後期高齢者医療」，「 ₆．全国健康保険協会」は雇主の負

担がなく家計が全額負担している．さらに，「 ₉．介護保険」の雇主対家計の実際の負担割合は，

₂₁：₇₉であることが分かる．

₄．社会保障基金のストック

　前節では，社会保障基金のフローについて₂₀₁₅年度の実態を明らかにした．本節では，₂₀₁₅年

度の社会保障基金のストックを，中央政府・地方政府のストックとともに，みてみよう．₂₀₁₅年

度国民経済計算（₂₀₁₁年基準・₂₀₀₈SNA）：国民経済計算年次推計ストック編付表 ₃の「一般政府

の部門別資産・負債残高」（暦年末データ）では，非金融資産の在庫と固定資産から成る生産資産

については，合計のみを推計していることから，一般政府内の内訳は判明していない．非金融資

産を除く金融資産と負債の残高（年度末データ）について，一般政府の内訳を示したのが，同付表

₆の「金融資産・負債の残高」の「（ ₃）一般政府の内訳」である．表 ₄は，この付表 ₆（ ₃）の
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項目 ＼ 部門，金融資産・負債

₂₀₁₅年度末　金融資産残高 ₂₀₁₅年度末　負債残高

中央政府 地方政府 社会保障基金 合　計 中央政府 地方政府 社会保障基金 合　計うち一般会計・
特別会計

うち
公的年金

うち一般会計・
特別会計

うち
公的年金

₁.貨幣用金・SDR等 ₃,₅₂₂.₃ ₃,₅₂₂.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃,₅₂₂.₃ ₁,₉₄₆.₁ ₁,₉₄₆.₁ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₉₄₆.₁
　（ ₁）貨幣用金 ― ― ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ― ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）SDR ― ― ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ― ₁,₉₄₆.₁ ₁,₉₄₆.₁ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₉₄₆.₁
　（ ₃）IMFリザーブポジション ₁,₄₀₄.₈ ₁,₄₀₄.₈ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₄₀₄.₈ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₂.現金・預金 ₃₄,₃₇₉.₂ ₃₁,₉₃₅.₈ ₃₆,₆₁₅.₀ ₉,₃₆₈.₇ ₁,₇₄₆.₇ ₈₀,₃₆₂.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₁）現金 ₀.₇ ₀.₀ ₀.₁ ₂.₈ ₀.₀ ₃.₆ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）日銀預け金 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₃）政府預金 ₁₈,₇₇₉.₇ ₁₈,₇₇₉.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁₈,₇₇₉.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₄）流動性預金 ₁,₃₆₀.₅ ₀.₀ ₁₈,₈₀₁.₀ ₃,₆₅₉.₆ ₅₁₂.₃ ₂₃,₈₂₁.₁ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₅）定期性預金 ₆₃₈.₃ ₀.₀ ₈,₂₀₇.₈ ₄,₆₀₉.₃ ₄₈₀.₀ ₁₃,₄₅₅.₄ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₆）譲渡性預金 ₄₃₉.₁ ₀.₀ ₉,₃₇₁.₁ ₁,₀₉₇.₀ ₇₅₄.₄ ₁₀,₉₀₇.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₇）外貨預金 ₁₃,₁₆₀.₉ ₁₃,₁₅₆.₁ ₂₃₅.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁₃,₃₉₅.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₃.貸出・借入 ₁₂,₄₃₇.₀ ₁₁,₂₇₁.₂ ₇,₀₈₀.₈ ₃,₂₃₅.₈ ₁,₈₃₈.₁ ₂₂,₇₅₃.₆ ₅₄,₂₅₉.₈ ₅₂,₆₇₀.₆ ₁₀₈,₅₂₇.₃ ₃,₂₆₄.₅ ₃₉₆.₀ ₁₆₆,₀₅₁.₆
　（ ₁）日銀貸出金 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）コール・手形 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₇.₇ ₇.₇ ₇.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₃）民間金融機関貸出 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₂₉,₇₆₅.₄ ₂₉,₇₀₂.₂ ₃₇,₄₈₁.₆ ₄₄₅.₃ ₃₉₆.₀ ₆₇,₆₉₂.₃
　　 a.住宅貸付 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　 b.消費者信用 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　 c.その他 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₂₉,₇₆₅.₄ ₂₉,₇₀₂.₂ ₃₇,₄₈₁.₆ ₄₄₅.₃ ₃₉₆.₀ ₆₇,₆₉₂.₃
　（ ₄）公的金融機関貸出 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₂₃,₄₉₉.₉ ₂₂,₉₂₇.₀ ₆₉,₅₅₆.₇ ₁,₄₈₆.₄ ₀.₀ ₉₄,₅₄₃.₀
　　 a.住宅貸付 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　 b.その他 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₂₃,₄₉₉.₉ ₂₂,₉₂₇.₀ ₆₉,₅₅₆.₇ ₁,₄₈₆.₄ ₀.₀ ₉₄,₅₄₃.₀
　（ ₅）非金融部門貸出金 ₁₁,₉₀₂.₃ ₁₁,₂₇₁.₂ ₇,₀₇₃.₆ ₃,₂₂₈.₁ ₁,₈₃₀.₄ ₂₂,₂₀₄.₀ ₈₂₄.₂ ₄₁.₄ ₁,₂₃₁.₆ ₁,₃₀₇.₁ ₀.₀ ₃,₃₆₂.₉
　（ ₆）割賦債権・債務 ₅₃₄.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₅₃₄.₇ ₁₇₀.₃ ₀.₀ ₃₇.₂ ₂₅.₇ ₀.₀ ₂₃₃.₂
　（ ₇）現先・債券貸借取引 ₀.₀ ₀.₀ ₇.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₇.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₂₂₀.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₂₂₀.₂
₄.債務証券 ₇₆₄.₅ ₁₁₆.₅ ₁,₇₈₆.₃ ₈₀,₇₃₅.₄ ₇₆,₀₀₂.₇ ₈₃,₂₈₆.₂ ₉₇₀,₁₂₀.₁ ₉₇₀,₀₆₈.₁ ₇₃,₉₅₆.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₀₄₄,₀₇₆.₄
　（ ₁）国庫短期証券 ₃.₄ ₃.₄ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃.₄ ₁₁₉,₉₄₂.₉ ₁₁₉,₉₄₂.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁₁₉,₉₄₂.₉
　（ ₂）国債・財投債 ₂₈₃.₄ ₁₁₃.₁ ₈₆₂.₅ ₅₃,₁₂₄.₀ ₅₂,₃₉₄.₂ ₅₄,₂₆₉.₉ ₈₅₀,₁₂₅.₂ ₈₅₀,₁₂₅.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₈₅₀,₁₂₅.₂
　（ ₃）地方債 ₁₆₅.₇ ₀.₀ ₃₉₈.₁ ₈,₅₇₁.₅ ₇,₇₁₁.₅ ₉,₁₃₅.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₇₃,₂₈₅.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₇₃,₂₈₅.₃
　（ ₄）政府関係機関債 ₁₆₅.₅ ₀.₀ ₅₂₃.₂ ₉,₆₅₈.₄ ₈,₅₁₉.₇ ₁₀,₃₄₇.₁ ₅₂.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₅₂.₀
　（ ₅）金融債 ₆₇.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₄₀₈.₄ ₄₀₈.₄ ₄₇₅.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₆）事業債 ₇₉.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₈,₃₈₈.₅ ₆,₅₄₈.₈ ₈,₄₆₇.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₇）居住者発行外債 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁.₉ ₁.₉ ₁.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₆₇₁.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₆₇₁.₀
　（ ₈）CP ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁.₀ ₁.₀ ₁.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₉）信託受益権 ₀.₀ ₀.₀ ₂.₅ ₅₇₅.₄ ₄₁₀.₉ ₅₇₇.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（₁₀）債権流動化関連商品 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₆.₃ ₆.₃ ₆.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₅.持分・投資信託受益証券 ₆₇,₇₃₃.₇ ₆₇,₅₉₁.₉ ₈₂,₈₈₃.₀ ₄₁,₆₂₂.₆ ₃₉,₂₆₉.₅ ₁₉₂,₂₃₉.₃ ₁₃,₁₇₅.₉ ₀.₀ ₃₉,₇₀₃.₂ ₁,₄₃₉.₉ ₀.₁ ₅₄,₃₁₉.₀
　（ ₁）持分 ₆₇,₇₃₃.₇ ₆₇,₅₉₁.₉ ₈₂,₈₃₉.₉ ₄₁,₄₅₈.₈ ₃₉,₂₃₄.₇ ₁₉₂,₀₃₂.₄ ₁₃,₁₇₅.₉ ₀.₀ ₃₉,₇₀₃.₂ ₁,₄₃₉.₉ ₀.₁ ₅₄,₃₁₉.₀
　　　a.上場株式 ₂₈₅.₄ ₂₈₅.₄ ₄₂₇.₆ ₃₈,₁₁₉.₀ ₃₈,₁₁₉.₀ ₃₈,₈₃₂.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　　b.非上場株式 ₇,₉₉₈.₉ ₇,₉₄₆.₆ ₁,₇₆₅.₀ ₁.₉ ₀.₂ ₉,₇₆₅.₈ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　　c.その他の持分 ₅₉,₄₄₉.₄ ₅₉,₃₅₉.₉ ₈₀,₆₄₇.₃ ₃,₃₃₇.₉ ₁,₁₁₅.₅ ₁₄₃,₄₃₄.₆ ₁₃,₁₇₅.₉ ₀.₀ ₃₉,₇₀₃.₂ ₁,₄₃₉.₉ ₀.₁ ₅₄,₃₁₉.₀
　（ ₂）投資信託受益証券 ₀.₀ ₀.₀ ₄₃.₁ ₁₆₃.₈ ₃₄.₈ ₂₀₆.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₆.保険・年金・定型保証 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₁）非生命保険準備金 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）生命保険・年金保険受給権 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₃）年金受給権 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀

表 ４　一般政府部門別の 金融資産・負債の残高
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項目 ＼ 部門，金融資産・負債

₂₀₁₅年度末　金融資産残高 ₂₀₁₅年度末　負債残高

中央政府 地方政府 社会保障基金 合　計 中央政府 地方政府 社会保障基金 合　計うち一般会計・
特別会計

うち
公的年金

うち一般会計・
特別会計

うち
公的年金

₁.貨幣用金・SDR等 ₃,₅₂₂.₃ ₃,₅₂₂.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃,₅₂₂.₃ ₁,₉₄₆.₁ ₁,₉₄₆.₁ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₉₄₆.₁
　（ ₁）貨幣用金 ― ― ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ― ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）SDR ― ― ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ― ₁,₉₄₆.₁ ₁,₉₄₆.₁ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₉₄₆.₁
　（ ₃）IMFリザーブポジション ₁,₄₀₄.₈ ₁,₄₀₄.₈ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₄₀₄.₈ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₂.現金・預金 ₃₄,₃₇₉.₂ ₃₁,₉₃₅.₈ ₃₆,₆₁₅.₀ ₉,₃₆₈.₇ ₁,₇₄₆.₇ ₈₀,₃₆₂.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₁）現金 ₀.₇ ₀.₀ ₀.₁ ₂.₈ ₀.₀ ₃.₆ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）日銀預け金 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₃）政府預金 ₁₈,₇₇₉.₇ ₁₈,₇₇₉.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁₈,₇₇₉.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₄）流動性預金 ₁,₃₆₀.₅ ₀.₀ ₁₈,₈₀₁.₀ ₃,₆₅₉.₆ ₅₁₂.₃ ₂₃,₈₂₁.₁ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₅）定期性預金 ₆₃₈.₃ ₀.₀ ₈,₂₀₇.₈ ₄,₆₀₉.₃ ₄₈₀.₀ ₁₃,₄₅₅.₄ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₆）譲渡性預金 ₄₃₉.₁ ₀.₀ ₉,₃₇₁.₁ ₁,₀₉₇.₀ ₇₅₄.₄ ₁₀,₉₀₇.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₇）外貨預金 ₁₃,₁₆₀.₉ ₁₃,₁₅₆.₁ ₂₃₅.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁₃,₃₉₅.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₃.貸出・借入 ₁₂,₄₃₇.₀ ₁₁,₂₇₁.₂ ₇,₀₈₀.₈ ₃,₂₃₅.₈ ₁,₈₃₈.₁ ₂₂,₇₅₃.₆ ₅₄,₂₅₉.₈ ₅₂,₆₇₀.₆ ₁₀₈,₅₂₇.₃ ₃,₂₆₄.₅ ₃₉₆.₀ ₁₆₆,₀₅₁.₆
　（ ₁）日銀貸出金 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）コール・手形 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₇.₇ ₇.₇ ₇.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₃）民間金融機関貸出 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₂₉,₇₆₅.₄ ₂₉,₇₀₂.₂ ₃₇,₄₈₁.₆ ₄₄₅.₃ ₃₉₆.₀ ₆₇,₆₉₂.₃
　　 a.住宅貸付 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　 b.消費者信用 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　 c.その他 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₂₉,₇₆₅.₄ ₂₉,₇₀₂.₂ ₃₇,₄₈₁.₆ ₄₄₅.₃ ₃₉₆.₀ ₆₇,₆₉₂.₃
　（ ₄）公的金融機関貸出 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₂₃,₄₉₉.₉ ₂₂,₉₂₇.₀ ₆₉,₅₅₆.₇ ₁,₄₈₆.₄ ₀.₀ ₉₄,₅₄₃.₀
　　 a.住宅貸付 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　 b.その他 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₂₃,₄₉₉.₉ ₂₂,₉₂₇.₀ ₆₉,₅₅₆.₇ ₁,₄₈₆.₄ ₀.₀ ₉₄,₅₄₃.₀
　（ ₅）非金融部門貸出金 ₁₁,₉₀₂.₃ ₁₁,₂₇₁.₂ ₇,₀₇₃.₆ ₃,₂₂₈.₁ ₁,₈₃₀.₄ ₂₂,₂₀₄.₀ ₈₂₄.₂ ₄₁.₄ ₁,₂₃₁.₆ ₁,₃₀₇.₁ ₀.₀ ₃,₃₆₂.₉
　（ ₆）割賦債権・債務 ₅₃₄.₇ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₅₃₄.₇ ₁₇₀.₃ ₀.₀ ₃₇.₂ ₂₅.₇ ₀.₀ ₂₃₃.₂
　（ ₇）現先・債券貸借取引 ₀.₀ ₀.₀ ₇.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₇.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₂₂₀.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₂₂₀.₂
₄.債務証券 ₇₆₄.₅ ₁₁₆.₅ ₁,₇₈₆.₃ ₈₀,₇₃₅.₄ ₇₆,₀₀₂.₇ ₈₃,₂₈₆.₂ ₉₇₀,₁₂₀.₁ ₉₇₀,₀₆₈.₁ ₇₃,₉₅₆.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₁,₀₄₄,₀₇₆.₄
　（ ₁）国庫短期証券 ₃.₄ ₃.₄ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃.₄ ₁₁₉,₉₄₂.₉ ₁₁₉,₉₄₂.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁₁₉,₉₄₂.₉
　（ ₂）国債・財投債 ₂₈₃.₄ ₁₁₃.₁ ₈₆₂.₅ ₅₃,₁₂₄.₀ ₅₂,₃₉₄.₂ ₅₄,₂₆₉.₉ ₈₅₀,₁₂₅.₂ ₈₅₀,₁₂₅.₂ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₈₅₀,₁₂₅.₂
　（ ₃）地方債 ₁₆₅.₇ ₀.₀ ₃₉₈.₁ ₈,₅₇₁.₅ ₇,₇₁₁.₅ ₉,₁₃₅.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₇₃,₂₈₅.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₇₃,₂₈₅.₃
　（ ₄）政府関係機関債 ₁₆₅.₅ ₀.₀ ₅₂₃.₂ ₉,₆₅₈.₄ ₈,₅₁₉.₇ ₁₀,₃₄₇.₁ ₅₂.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₅₂.₀
　（ ₅）金融債 ₆₇.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₄₀₈.₄ ₄₀₈.₄ ₄₇₅.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₆）事業債 ₇₉.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₈,₃₈₈.₅ ₆,₅₄₈.₈ ₈,₄₆₇.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₇）居住者発行外債 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁.₉ ₁.₉ ₁.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₆₇₁.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₆₇₁.₀
　（ ₈）CP ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁.₀ ₁.₀ ₁.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₉）信託受益権 ₀.₀ ₀.₀ ₂.₅ ₅₇₅.₄ ₄₁₀.₉ ₅₇₇.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（₁₀）債権流動化関連商品 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₆.₃ ₆.₃ ₆.₃ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₅.持分・投資信託受益証券 ₆₇,₇₃₃.₇ ₆₇,₅₉₁.₉ ₈₂,₈₈₃.₀ ₄₁,₆₂₂.₆ ₃₉,₂₆₉.₅ ₁₉₂,₂₃₉.₃ ₁₃,₁₇₅.₉ ₀.₀ ₃₉,₇₀₃.₂ ₁,₄₃₉.₉ ₀.₁ ₅₄,₃₁₉.₀
　（ ₁）持分 ₆₇,₇₃₃.₇ ₆₇,₅₉₁.₉ ₈₂,₈₃₉.₉ ₄₁,₄₅₈.₈ ₃₉,₂₃₄.₇ ₁₉₂,₀₃₂.₄ ₁₃,₁₇₅.₉ ₀.₀ ₃₉,₇₀₃.₂ ₁,₄₃₉.₉ ₀.₁ ₅₄,₃₁₉.₀
　　　a.上場株式 ₂₈₅.₄ ₂₈₅.₄ ₄₂₇.₆ ₃₈,₁₁₉.₀ ₃₈,₁₁₉.₀ ₃₈,₈₃₂.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　　b.非上場株式 ₇,₉₉₈.₉ ₇,₉₄₆.₆ ₁,₇₆₅.₀ ₁.₉ ₀.₂ ₉,₇₆₅.₈ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　　　c.その他の持分 ₅₉,₄₄₉.₄ ₅₉,₃₅₉.₉ ₈₀,₆₄₇.₃ ₃,₃₃₇.₉ ₁,₁₁₅.₅ ₁₄₃,₄₃₄.₆ ₁₃,₁₇₅.₉ ₀.₀ ₃₉,₇₀₃.₂ ₁,₄₃₉.₉ ₀.₁ ₅₄,₃₁₉.₀
　（ ₂）投資信託受益証券 ₀.₀ ₀.₀ ₄₃.₁ ₁₆₃.₈ ₃₄.₈ ₂₀₆.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₆.保険・年金・定型保証 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₁）非生命保険準備金 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）生命保険・年金保険受給権 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₃）年金受給権 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀

表 ４　一般政府部門別の 金融資産・負債の残高
（単位：₁₀億円）
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　（ ₄）年金基金の対年金責任者債権 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₅）定型保証支払引当金 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₇.金融派生商品・雇用者ストックオプション ₅₄.₅ ₅₄.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₅₄.₅ ₃₇.₆ ₃₇.₆ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃₇.₆
　（ ₁）フォワード系 ₅₄.₅ ₅₄.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₅₄.₅ ₃₇.₆ ₃₇.₆ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃₇.₆
　（ ₂）オプション系 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₃）雇用者ストックオプション ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₈.その他の金融資産・負債 ₁₄₈,₃₀₇.₇ ₁₄₇,₇₈₂.₀ ₂₂₀.₄ ₉₆,₄₄₂.₉ ₇₉,₅₁₄.₀ ₂₄₄,₉₇₁.₀ ₂₃,₅₅₆.₆ ₂₂,₆₆₂.₇ ₂₁₀.₄ ₅,₈₇₁.₉ ₁₉₅.₄ ₂₉,₆₃₈.₉
　（ ₁）財政融資資金預託金 ₅,₀₇₆.₁ ₅,₀₆₅.₀ ₀.₀ ₂₆,₂₅₁.₀ ₁₁,₈₅₁.₁ ₃₁,₃₂₇.₁ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）預け金 ₂,₆₆₄.₆ ₂,₆₄₃.₀ ₀.₀ ₂,₉₂₁.₆ ₂,₈₄₂.₆ ₅,₅₈₆.₂ ₅₅.₉ ₀.₂ ₁₂.₆ ₄,₆₄₀.₃ ₆₆.₃ ₄,₇₀₈.₈
　（ ₃）企業間信用・貿易信用 ₃₃₈.₀ ₃₃₈.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃₃₈.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₄）未収・未払金 ₁₅,₁₇₈.₈ ₁₄,₆₈₅.₈ ₂₂₀.₄ ₇,₀₇₄.₂ ₆,₀₅₅.₂ ₂₂,₄₇₃.₄ ₈,₅₂₂.₈ ₇,₆₈₄.₆ ₁₉₇.₈ ₁,₂₃₁.₆ ₁₂₉.₁ ₉,₉₅₂.₂
　（ ₅）直接投資 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₆）対外証券投資 ₁₁₆,₆₂₇.₉ ₁₁₆,₆₂₇.₉ ₀.₀ ₅₈,₀₆₂.₉ ₅₇,₉₀₁.₄ ₁₇₄,₆₉₀.₈ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₇）その他対外債権・債務 ₇,₉₀₈.₀ ₇,₉₀₈.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₇,₉₀₈.₀ ₃₀₇.₀ ₃₀₇.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃₀₇.₀
　（ ₈）その他 ₅₁₄.₃ ₅₁₄.₃ ₀.₀ ₂,₁₃₃.₂ ₈₆₃.₇ ₂,₆₄₇.₅ ₁₄,₆₇₀.₉ ₁₄,₆₇₀.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁₄,₆₇₀.₉

合　計 ₂₆₇,₁₉₈.₉ ₂₆₂,₂₇₄.₂ ₁₂₈,₅₈₅.₅ ₂₃₁,₄₀₅.₄ ₁₉₈,₃₇₁.₀ ₆₂₇,₁₈₉.₈ ₁,₀₆₃,₀₉₆.₁ ₁,₀₄₇,₃₈₅.₁ ₂₂₂,₃₉₇.₂ ₁₀,₅₇₆.₃ ₅₉₁.₅ ₁,₂₉₆,₀₆₉.₆
　金融資産・負債差額 ― ― ― ― ― ― －₇₉₅,₈₉₇.₂ －₇₈₅,₁₁₀.₉ －₉₃,₈₁₁.₇ ₂₂₀,₈₂₉.₁ ₁₉₇,₇₇₉.₅ －₆₆₈,₈₇₉.₈

　注：海外部門の保有する国内株式等はすべて「 ₅．持分・投資信託受益証券（ ₁）持分」に計上されるため，「 ₈．その他の 金融資産・負債（ ₅）直接投資」には計上されない．
出所 ）内閣府経済社会総合研究所（₂₀₁₆／₂₀₁₇）「₂₀₁₅年度国民経済計算（₂₀₁₁年基準・₂₀₀₈SNA）：国民経済計算年次推計 ストック編付表 ₆（ ₃）」，但し年度は西暦表記し，注表記も変更した．

₂₀₁₅年度末データを示している． 

　表 ₄の「 ₄．債務証券」の行で負債残高をみると，中央政府の負債残高₉₇₀,₁₂₀.₁（₁₀億円），地

方政府の負債残高₇₃,₉₅₆.₃（₁₀億円），社会保障基金の債務残高 ₀である．中央政府・地方政府の債

務証券の負債残高合計は₁,₀₄₄,₀₇₆.₄（₁₀億円）であるが，中央政府の国庫短期証券の負債残高が

₁₁₉,₉₄₂.₉（₁₀億円）であり，債務証券としての長期債務（長期負債）残高は₉₂₄,₁₃₃.₅（₁₀億円）つ

まり₉₂₄兆円の長期債務残高となっている．そして，負債残高の合計をみると，中央政府

₁,₀₆₃,₀₉₆.₁（₁₀億円），地方政府₂₂₂,₃₉₇.₂（₁₀億円），社会保障基金₁₀,₅₇₆.₃（₁₀億円）で，一般政府

としては₁,₂₉₆,₀₆₉.₆（₁₀億円）つまり₁,₂₉₆兆円の負債残高があるということになる．

　他方，表 ₄の「 ₄．債務証券」の行で金融資産残高をみると，中央政府₇₆₄.₅（₁₀億円），地方政

府₁,₇₈₆.₃（₁₀億円），社会保障基金₈₀,₇₃₅.₄（₁₀億円）で，一般政府の合計では₈₃,₂₈₆.₂（₁₀億円） 

つまり₈₃兆円の金融資産残高がある．さらに，社会保障基金の ₄（ ₂）国債・財投債と ₄（ ₃）地

方債をみると，各々，₅₃,₁₂₄.₀（₁₀億円）と₈,₅₇₁.₅（₁₀億円）の金融資産残高があり，社会保障基

金は合計₆₁,₆₉₅.₅（₁₀億円）つまり₆₂兆円を金融資産として保有している．このことは，中央政府・

地方政府の長期負債（長期債務）残高₉₂₄兆円は，一般政府としてネットでみれば₈₆₂（＝₉₂₄－₆₂）

兆円の長期負債残高になることを意味する．加えて，金融資産残高の合計をみると，中央政府

₂₆₇,₁₉₈.₉（₁₀億円），地方政府₁₂₈,₅₈₅.₅（₁₀億円），社会保障基金₂₃₁,₄₀₅.₄（₁₀億円）で，一般政府

としては₆₂₇,₁₈₉.₈（₁₀億円）つまり₆₂₇兆円の金融資産残高がある．

　したがって，金融資産・負債の純残高（＝金融資産残高合計－負債残高合計）は，中央政府が

－₇₉₅,₈₉₇.₂（₁₀億円），地方政府が－₉₃,₈₁₁.₇（₁₀億円），社会保障基金が＋₂₂₀,₈₂₉.₁（₁₀億円）で，
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　（ ₄）年金基金の対年金責任者債権 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₅）定型保証支払引当金 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₇.金融派生商品・雇用者ストックオプション ₅₄.₅ ₅₄.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₅₄.₅ ₃₇.₆ ₃₇.₆ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃₇.₆
　（ ₁）フォワード系 ₅₄.₅ ₅₄.₅ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₅₄.₅ ₃₇.₆ ₃₇.₆ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃₇.₆
　（ ₂）オプション系 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₃）雇用者ストックオプション ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
₈.その他の金融資産・負債 ₁₄₈,₃₀₇.₇ ₁₄₇,₇₈₂.₀ ₂₂₀.₄ ₉₆,₄₄₂.₉ ₇₉,₅₁₄.₀ ₂₄₄,₉₇₁.₀ ₂₃,₅₅₆.₆ ₂₂,₆₆₂.₇ ₂₁₀.₄ ₅,₈₇₁.₉ ₁₉₅.₄ ₂₉,₆₃₈.₉
　（ ₁）財政融資資金預託金 ₅,₀₇₆.₁ ₅,₀₆₅.₀ ₀.₀ ₂₆,₂₅₁.₀ ₁₁,₈₅₁.₁ ₃₁,₃₂₇.₁ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₂）預け金 ₂,₆₆₄.₆ ₂,₆₄₃.₀ ₀.₀ ₂,₉₂₁.₆ ₂,₈₄₂.₆ ₅,₅₈₆.₂ ₅₅.₉ ₀.₂ ₁₂.₆ ₄,₆₄₀.₃ ₆₆.₃ ₄,₇₀₈.₈
　（ ₃）企業間信用・貿易信用 ₃₃₈.₀ ₃₃₈.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃₃₈.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₄）未収・未払金 ₁₅,₁₇₈.₈ ₁₄,₆₈₅.₈ ₂₂₀.₄ ₇,₀₇₄.₂ ₆,₀₅₅.₂ ₂₂,₄₇₃.₄ ₈,₅₂₂.₈ ₇,₆₈₄.₆ ₁₉₇.₈ ₁,₂₃₁.₆ ₁₂₉.₁ ₉,₉₅₂.₂
　（ ₅）直接投資 ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₆）対外証券投資 ₁₁₆,₆₂₇.₉ ₁₁₆,₆₂₇.₉ ₀.₀ ₅₈,₀₆₂.₉ ₅₇,₉₀₁.₄ ₁₇₄,₆₉₀.₈ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀
　（ ₇）その他対外債権・債務 ₇,₉₀₈.₀ ₇,₉₀₈.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₇,₉₀₈.₀ ₃₀₇.₀ ₃₀₇.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₃₀₇.₀
　（ ₈）その他 ₅₁₄.₃ ₅₁₄.₃ ₀.₀ ₂,₁₃₃.₂ ₈₆₃.₇ ₂,₆₄₇.₅ ₁₄,₆₇₀.₉ ₁₄,₆₇₀.₉ ₀.₀ ₀.₀ ₀.₀ ₁₄,₆₇₀.₉

合　計 ₂₆₇,₁₉₈.₉ ₂₆₂,₂₇₄.₂ ₁₂₈,₅₈₅.₅ ₂₃₁,₄₀₅.₄ ₁₉₈,₃₇₁.₀ ₆₂₇,₁₈₉.₈ ₁,₀₆₃,₀₉₆.₁ ₁,₀₄₇,₃₈₅.₁ ₂₂₂,₃₉₇.₂ ₁₀,₅₇₆.₃ ₅₉₁.₅ ₁,₂₉₆,₀₆₉.₆
　金融資産・負債差額 ― ― ― ― ― ― －₇₉₅,₈₉₇.₂ －₇₈₅,₁₁₀.₉ －₉₃,₈₁₁.₇ ₂₂₀,₈₂₉.₁ ₁₉₇,₇₇₉.₅ －₆₆₈,₈₇₉.₈

　注：海外部門の保有する国内株式等はすべて「 ₅．持分・投資信託受益証券（ ₁）持分」に計上されるため，「 ₈．その他の 金融資産・負債（ ₅）直接投資」には計上されない．
出所 ）内閣府経済社会総合研究所（₂₀₁₆／₂₀₁₇）「₂₀₁₅年度国民経済計算（₂₀₁₁年基準・₂₀₀₈SNA）：国民経済計算年次推計 ストック編付表 ₆（ ₃）」，但し年度は西暦表記し，注表記も変更した．

一般政府としては－₆₆₈,₈₇₉.₈（₁₀億円）つまり₆₆₉兆円の純負債残高があるということになる．

₅．社会保障基金と財政の持続可能性

　財政の持続可能性とは，財政破綻が回避される可能性つまり公債残高の対 GDP比率が収束する

可能性を意味する．いま，基礎的財政収支（Primary Balance：PB）の定義式を示すと，以下のよ

うになる．

　　　基礎的財政収支＝税収等－一般歳出等

　ここで，税収等＝歳入総額－公債発行額，一般歳出等＝歳出総額－（公債償還費＋利払費）であ

るから，基礎的財政収支＝（歳入総額－公債発行額）－｛歳出総額－（公債償還費＋利払費）｝＝（歳入

総額－歳出総額）＋（公債償還費＋利払費）－公債発行額＝となり，予算では歳入総額＝歳出総額な

ので，

　　　

いま，税収等＝T，一般歳出等＝G，利払費＝ rB（利子率＝ r，公債残高＝B），公債残高増分＝

ΔBとすると，T－G＝rB－ΔB になる．したがって，

基礎的財政収支＝（公債償還費＋利払費）－公債発行額

　　　　　　　＝利払費－（公債発行額－公債償還費）

　　　　　　　＝利払費－公債残高増分
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ΔB＝G＋rB－T

この式を対 GDP（＝Y）比で表すと，

ΔB/Y＝G/Y＋rB/Y－T/Y＝g＋rb－t

ここで，G/Y≡g, B/Y≡b, T/Y≡t である．また，

Δb/b＝ΔB/B－ΔY/Y

なので，ΔB/Y＝（ΔB/B）・（B/Y）よりΔB/B＝（ΔB/Y）/（B/Y）＝（g＋rb－t）/bとなり

Δb/b＝（g＋rb－t）/b－ρ

ここで，ΔY/Y≡ρ＝経済成長率である．上記の式から次式を得る．

Δb＝（g＋rb－t）－ρb＝g－t＋（r－ρ）b  （ ₁）　

①　ドーマー条件

　もし基礎的財政収支が均衡して g－t＝0 であれば，（ ₁）式は

Δb＝（r－ρ）b

となるので， r < ρであれば，すなわち経済成長率が利子率よりも高ければ，公債残高の GDP比率 

bは収束し財政破綻は回避される（横山・馬場・堀場，₂₀₀₉：₂₅₉⊖₂₆₁；井堀・小西，₂₀₁₆：₃₁）．

②　ボーン条件

　もし r ＝ ρであれば，（ ₁）式は次のようになる．

Δb＝g－t

したがって，基礎的財政赤字の対 GDP比率（g－ t）が公債残高の対 GDP比率 bの増大とともに

減少するならば，Δbはゼロに収束し財政破綻は回避される．すなわち，基礎的財政収支が赤字で

も，公債残高対 GDP比率が増大しているとき基礎的財政赤字対 GDP比率が縮小していれば，財

政破綻は回避される（井堀・小西，₂₀₁₆：₃₁⊖₃₂）．

③　財政の持続可能性の条件

　上記の ₂条件よりも一般的な形で，財政の持続可能性の条件を示せば，（ ₁）式より

Δb/b＝（g－t）/b＋（r－ρ）< 0  　　　

となり
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［（g－t）/b］＝（G－T）/B < ρ－r   （ ₂）　

で表される．これは，基礎的財政収支が赤字でも，基礎的財政赤字対 GDP比率が公債残高対

GDP比率に占める割合すなわち基礎的財政赤字の対公債残高比率よりも，経済成長率マイナス利

子率が高ければ，財政の持続可能性は保たれることを含意する．

　

　以上から，財政破綻が回避される可能性すなわち財政の持続可能性は，基礎的財政赤字対 GDP

比率・利子率・経済成長率・公債残高対 GDP比率の大きさに左右される．こうした確認をしたう

えで，一般政府の基礎的財政収支を国民経済計算に基づき示すと，既述したように表 ₁の「（参考）

プライマリーバランス」で示される．これは，「純貸出（＋）純借入（－）」＋「（参考）支払利子

（FISIM調整前）－（参考）受取利子（FISIM調整前）」として計算されたものであるが，「純貸出

（＋）純借入（－）」では受取利子が歳入に含まれ，支払利子が歳出に含まれているので，「純貸出

表 ５　一般政府の基礎的財政収支と金融資産・負債残高の推移
基礎的財政収支（PB） （₁₀億円） 一般政府の金融資産・負債残高（₁₀億円）

中央政府 PB 地方政府 PB 社会保障基金
PB 一般政府 PB

中央政府・
地方政府
長期負債残高

社会保障基金
公債（金融資
産）残高

一般政府
長期負債残高

₁₉₉₄年度 －₈₇₄₂.₀ －₇₃₁₅.₅ ₁₄₄₀.₉ －₁₄₆₁₆.₆ ₂₄₈₁₃₁.₁ ₁₁₄₆₈.₇ ₂₃₆₆₆₂.₄
₁₉₉₅年度 －₉₅₈₂.₈ －₁₀₂₃₉.₇ ₁₇₂₂.₆ －₁₈₀₉₉.₉ ₂₇₇₆₃₆.₂ ₁₃₀₀₀.₈ ₂₆₄₆₃₅.₄
₁₉₉₆年度 －₁₀₁₈₆.₂ －₈₀₇₈.₁ ₈₇₄.₃ －₁₇₃₉₀.₀ ₃₁₂₈₉₄.₆ ₁₂₉₅₁.₁ ₂₉₉₉₄₃.₅
₁₉₉₇年度 －₇₈₈₉.₃ －₆₆₄₀.₁ ₁₃₄₇.₆ －₁₃₁₈₁.₈ ₃₅₇₇₇₄.₆ ₁₃₂₉₂.₆ ₃₄₄₄₈₂.₀
₁₉₉₈年度 －₄₀₈₉₇.₆ －₇₄₀₉.₀ －₈₇₈.₇ －₄₉₁₈₅.₄ ₃₉₆₅₀₉.₃ ₁₄₇₈₁.₇ ₃₈₁₇₂₇.₆
₁₉₉₉年度 －₂₇₄₁₃.₃ －₃₀₁₅.₁ －₁₆₇₀.₇ －₃₂₀₉₉.₂ ₄₂₃₂₂₉.₀ ₁₄₈₇₈.₃ ₄₀₈₃₅₀.₇
₂₀₀₀年度 －₂₃₇₇₉.₂ ₄₀₇.₅ －₃₇₄₆.₇ －₂₇₁₁₈.₃ ₄₇₁₅₇₇.₈ ₁₄₇₀₈.₇ ₄₅₆₈₆₉.₁
₂₀₀₁年度 －₂₁₆₉₁.₂ ₁₄₀.₄ －₄₇₀₀.₁ －₂₆₂₅₀.₉ ₄₈₄₇₈₃.₀ ₃₁₁₈₁.₄ ₄₅₃₆₀₁.₆
₂₀₀₂年度 －₂₆₁₇₃.₅ －₁₉₃₆.₀ －₅₇₄₃.₈ －₃₃₈₅₃.₄ ₅₁₅₅₁₉.₂ ₄₀₇₂₂.₃ ₄₇₄₇₉₆.₉
₂₀₀₃年度 －₂₅₃₃₇.₉ －₂₁₀₄.₄ －₂₉₄₃.₃ －₃₀₃₈₅.₇ ₅₃₁₄₈₅.₃ ₅₁₆₂₀.₃ ₄₇₉₈₆₅.₀
₂₀₀₄年度 －₂₀₅₉₀.₉ ₅₄₆.₀ －₁₄₈₀.₄ －₂₁₅₂₅.₃ ₅₇₄₂₈₂.₄ ₆₃₂₃₅.₈ ₅₁₁₀₄₆.₆
₂₀₀₅年度 －₁₆₃₂₁.₇ ₂₆₆₇.₅ －₄₂₃₄.₂ －₁₇₈₈₈.₄ ₅₈₂₅₉₉.₇ ₆₇₈₅₇.₂ ₅₁₄₇₄₂.₅
₂₀₀₆年度 －₁₂₅₁₅.₂ ₃₉₆₇.₃ －₄₇₉₈.₂ －₁₃₃₄₆.₁ ₅₉₁₅₂₃.₁ ₇₅₃₈₈.₉ ₅₁₆₁₃₄.₂
₂₀₀₇年度 －₉₇₄₃.₂ ₃₂₃₃.₅ －₅₅₂₁ －₁₂₀₃₀.₇ ₆₁₂₅₀₈.₅ ₈₆₈₄₉.₀ ₅₂₅₆₅₉.₅
₂₀₀₈年度 －₂₁₆₉₁.₁ ₄₃₈₁.₁ －₆₅₀₁.₆ －₂₃₈₁₁.₆ ₆₀₆₈₀₅.₆ ₈₈₆₈₃.₄ ₅₁₈₁₂₂.₂
₂₀₀₉年度 －₃₇₉₆₆.₁ ₁₉₃₅.₇ －₉₅₄₉.₇ －₄₅₅₈₀.₁ ₆₁₉₉₂₃.₂ ₈₄₉₃₅.₉ ₅₃₄₉₈₇.₃
₂₀₁₀年度 －₃₁₈₅₉.₉ ₃₃₈.₂ －₈₂₅₃.₈ －₃₉₇₇₅.₅ ₆₇₁₁₅₂.₁ ₈₁₁₃₇.₁ ₅₉₀₀₁₅.₀
₂₀₁₁年度 －₃₅₀₄₆.₅ ₃₁₇₁.₁ －₆₇₄₈.₄ －₃₈₆₂₃.₈ ₇₁₉₅₂₄.₂ ₇₇₆₇₂.₁ ₆₄₁₈₅₂.₁
₂₀₁₂年度 －₃₀₇₅₄.₂ ₂₂₅₈.₅ －₆₅₉₅.₁ －₃₅₀₉₀.₈ ₇₆₅₉₄₁.₉ ₇₇₇₇₈.₇ ₆₈₈₁₆₃.₂
₂₀₁₃年度 －₂₈₃₇₅.₉ ₂₂₄₁.₈ －₅₉₁₆.₂ －₃₂₀₅₀.₃ ₈₀₁₅₄₅.₃ ₇₅₆₃₇.₅ ₇₂₅₉₀₇.₈
₂₀₁₄年度 －₂₀₉₁₆.₉ ₉₀₁.₄ －₁₅₇₁.₄ －₂₁₅₈₇.₀ ₈₅₃₂₅₁.₆ ₆₃₃₀₀.₀ ₇₈₉₉₅₁.₆
₂₀₁₅年度 －₁₇₈₉₄.₆ ₂₂₆₀.₁ ₁₃₇₃.₈ －₁₄₂₆₀.₇ ₉₂₃₄₁₀.₅ ₆₁₆₉₅.₅ ₈₆₁₇₁₅.₀

出所 ）内閣府経済社会総合研究所（₂₀₁₆／₂₀₁₇）に基づき，筆者作成．一般政府の金融資産・負債残高については，中央政府・
地方政府は国民経済計算年次推計ストック編付表 ₆の「 ₄（ ₂）・（ ₃）」の「国債・財投債」・「地方債」の負債残高を合計し，
社会保障基金は「国債・財投債」・「地方債」の金融資産残高を合計し，一般政府長期負債残高は中央政府・地方政府長期
負債残高から社会保障基金公債（金融資産）残高を差し引き算定した．この一般政府長期負債残高は，国民所得計算に基
づく一般政府の長期債務残高と考えられる．
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（＋）純借入（－）」に支払利子を加え，それから受取利子を差し引くことで基礎的財政収支（PB）

が算定されている．表 ₅には，₁₉₉₄年度から₂₀₁₅年度までの，一般政府の基礎的財政収支と金融

資産・負債残高の推移が示されている．この表 ₅は，社会保障基金のフローの推移を社会保障基

金の基礎的財政収支（PB）で，また社会保障基金のストックの推移を社会保障基金の公債（金融

資産）残高で明らかにしている．こうした社会保障基金のフローの推移を図示したのが図 ₁と図

₂，社会保障基金のストックの推移を図示したのが図 ₃である．

　図 ₁は，名目 GDPと社会保障基金の基礎的財政収支（PB）の推移を示している．図 ₁をみる

と，社会保障基金の基礎的財政収支（PB）は，₁₉₉₆年度以降には名目 GDPの推移と同じ傾向があ

る．しかも，社会保障基金の基礎的財政収支（PB）は，₁₉₉₈年度から₂₀₁₄年度までの₁₇年度で赤

字になっており，黒字の年度は₁₉₉₄年度から₁₉₉₇年度と₂₀₁₅年度の ₅ 年度しかない．図 ₂では，

一般政府の基礎的財政収支（PB）対 GDP比率と，社会保障基金 PB／一般政府 PBの推移が示さ

れている．一般政府の基礎的財政収支（PB）は，₁₉₉₄年度から₂₀₁₅年度まですべての年度でマイ

ナスであるが，₁₉₉₈年度と₂₀₀₉年度で－₉.₃₄₉％と－₉.₂₆₃％と基礎的財政収支が大幅に悪化してい

る．この ₂年度は，₁₉₉₇年のアジア通貨危機の進展と日本における金融危機に対する₁₉₉₈年度の

補正予算と緊急経済対策の結果と，₂₀₀₈年 ₈ 月のリーマンショック後の経済危機対策の結果であっ

た．社会保障基金 PB／一般政府 PBの値がマイナスなのは，社会保障基金の基礎的財政収支

（PB）が黒字の₁₉₉₄年度から₁₉₉₇年度と₂₀₁₅年度の ₅年度である．

名目GDP 社会保障基金 PB

（
年
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）
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図 １　名目 GDPと社会保障基金の基礎的財政収支（PB）の推移

出所）表 ₅・表 ₆に基づき，筆者作成．
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図 ２　一般政府 PB対 GDP比と社会保障基金 PB対一般政府 PB比の推移

出所）表 ₅・表 ₆に基づき，筆者作成．
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出所）表 ₅・表 ₆に基づき，筆者作成．

図 ３　一般政府の長期負債残高と社会保障基金公債（金融資産）残高の推移
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　図 ₃は，中央政府・地方政府の長期負債残高と社会保障基金公債（金融資産）残高，そして中央

政府・地方政府長期負債残高から社会保障基金公債（金融資産）残高を差し引き算定した一般政府

の長期負債残高を図示している．社会保障基金公債（金融資産）残高のピークをみると，₂₀₀₇年度

から₂₀₀₉年度までの ₃年度であり，これはリーマンショック時のマクロ経済政策としての中央政

府・地方政府の公債発行増大と連動している．社会保障基金は，直接的な形でないにせよ中央政

府・地方政府の公債発行を支え，公債を金融資産として保有したということである．

　表 ₆は，一般政府の基礎的財政赤字・長期負債残高の対 GDP比率及び経済成長率と利子率の推

移をまとめている．図 ₄では一般政府の基礎的財政赤字・長期負債残高の対 GDP比率が図示され

ているが，図 ₄の一般政府基礎的財政赤字対 GDP比率の折線を横軸で線対象にすると，図 ₂の一

表 ６　一般政府の基礎的財政赤字・長期負債残高の対 GDP比率及び経済成長率と利子率

名目 GDP
（₁₀億円）

一般政府基礎
的財政赤字対
GDP比率（％）

一般政府長期
負債残高対
GDP比率

一般政府基礎
的財政赤字／
一般政府公債
残高（％）

経済成長率
（名目 GDP
前年度比）
（％）

普通国債の
金利
（％）

経済成長率
－利子率
（%）

₁₉₉₄年度 ₅₀₂₃₈₂.₇ ₂.₉₀₉ ₀.₄₇₁ ₆.₁₈ ― ₅.₁₀ ―
₁₉₉₅年度 ₅₁₆₇₀₆.₅ ₃.₅₀₃ ₀.₅₁₂ ₆.₈₄ ₂.₉ ₄.₆₄ －₁.₇₄
₁₉₉₆年度 ₅₂₈₆₆₆.₁ ₃.₂₈₉ ₀.₅₆₇ ₅.₈₀ ₂.₃ ₄.₃₃ －₂.₀₃
₁₉₉₇年度 ₅₃₃₁₄₈.₇ ₂.₄₇₂ ₀.₆₄₆ ₃.₈₃ ₀.₈ ₄.₀₂ －₃.₂₂
₁₉₉₈年度 ₅₂₆₁₀₉.₀ ₉.₃₄₉ ₀.₇₂₆ ₁₂.₈₈ －₁.₃ ₃.₅₁ －₄.₈₁
₁₉₉₉年度 ₅₂₁₉₉₇.₃ ₆.₁₄₉ ₀.₇₈₂ ₇.₈₆ －₀.₈ ₃.₁₂ －₃.₉₂
₂₀₀₀年度 ₅₂₈₆₂₁.₂ ₅.₁₃₀ ₀.₈₆₄ ₅.₉₄ ₁.₃ ₂.₆₇ －₁.₃₇
₂₀₀₁年度 ₅₁₈₈₈₉.₂ ₅.₀₅₉ ₀.₈₇₄ ₅.₇₉ －₁.₈ ₂.₃₀ －₄.₁₀
₂₀₀₂年度 ₅₁₄₆₇₅.₀ ₆.₅₇₈ ₀.₉₂₃ ₇.₁₃ －₀.₈ ₁.₉₇ －₂.₇₇
₂₀₀₃年度 ₅₁₈₁₉₉.₈ ₅.₈₆₄ ₀.₉₂₆ ₆.₃₃ ₀.₇ ₁.₇₂ －₁.₀₂
₂₀₀₄年度 ₅₂₁₀₀₃.₉ ₄.₁₃₂ ₀.₉₈₁ ₄.₂₁ ₀.₅ ₁.₅₄ －₁.₀₄
₂₀₀₅年度 ₅₂₅₈₁₃.₉ ₃.₄₀₂ ₀.₉₇₉ ₃.₄₈ ₀.₉ ₁.₄₂ －₀.₅₂
₂₀₀₆年度 ₅₂₉₂₅₅.₀ ₂.₅₂₂ ₀.₉₇₅ ₂.₅₉ ₀.₇ ₁.₄₃ －₀.₇₃
₂₀₀₇年度 ₅₃₁₀₁₃.₄ ₂.₂₆₆ ₀.₉₉₀ ₂.₂₉ ₀.₃ ₁.₄₁ －₁.₁₁
₂₀₀₈年度 ₅₀₉₃₉₈.₄ ₄.₆₇₄ ₁.₀₁₇ ₄.₆₀ －₄.₁ ₁.₄₀ －₅.₅₀
₂₀₀₉年度 ₄₉₂₀₇₅.₁ ₉.₂₆₃ ₁.₀₈₇ ₈.₅₂ －₃.₄ ₁.₃₆ －₄.₇₆
₂₀₁₀年度 ₄₉₉₁₉₄.₈ ₇.₉₆₈ ₁.₁₈₂ ₆.₇₄ ₁.₄ ₁.₂₉ ₀.₁₁
₂₀₁₁年度 ₄₉₃₈₅₃.₁ ₇.₈₂₁ ₁.₃₀₀ ₆.₀₂ －₁.₁ ₁.₂₄ －₂.₃₄
₂₀₁₂年度 ₄₉₄₆₇₄.₄ ₇.₀₉₄ ₁.₃₉₁ ₅.₁₀ ₀.₂ ₁.₁₉ －₀.₉₉
₂₀₁₃年度 ₅₀₇₄₀₁.₁ ₆.₃₁₇ ₁.₄₃₁ ₄.₄₂ ₂.₆ ₁.₁₅ ₁.₄₅
₂₀₁₄年度 ₅₁₇₈₆₆.₆ ₄.₁₆₈ ₁.₅₂₅ ₂.₇₃ ₂.₀ ₁.₁₁ ₀.₈₉
₂₀₁₅年度 ₅₃₂₁₉₁.₄ ₂.₆₈₀ ₁.₆₁₉ ₁.₆₅ ₂.₇ ₁.₀₈ ₁.₆₂

出所 ）内閣府経済社会総合研究所（₂₀₁₆／₂₀₁₇）及び表 ₅に基づき，筆者作成．経済成長率は，内閣府「国民経済計算年次
推計・統計データ」〈http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/₂₀₁₇/qe₁₇₂/_icsFiles/afielfile/₂₀₁₇/₀₈/₁₀/
ritu-mfy₁₇₂₁.csv （₂₀₁₇.₉.₇）〉，普通国債の金利は，財務省の「普通国債の利率加重平均の各年ごとの推移（昭和₅₀年度末以
降）」〈https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/zandaka₀₅.htm（₂₀₁₇.₉.₇）〉に基づいている．この推移の注記
には「 ₁．利率別は，表面利率（変動利付債は適用利率）による． ₂．利率加重平均の計算には，割引国債（無利子分）
を除いている．普通国債とは，建設国債，特例国債，減税特例国債，承継債務借換国債，復興債及び年金特例国債であ
る（これらを借り換えるための国債を含む）．」とある． 経済成長率－利子率では，普通国債の金利を利子率とした．な
お，₁₉₉₄年度の経済成長率は上記の内閣府データで未記載である．
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般政府 PB／GDPの破線になる．そして図 ₅には，上記の（ ₂）式の不等式に関する関係性が示さ

れている．（ ₂）式左辺の ［（g－t）/b］＝（G－T）/Bは，一般政府基礎的財政赤字対 GDP比率／一般

政府長期負債残高対 GDP比率＝一般政府基礎的財政赤字／一般政府長期負債残高で，表 ₆の数値

のとおり図 ₅の実線の折線で示される．他方，（ ₂）式右辺の ρ－ rは，経済成長率－利子率で，
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出所）表 ₅・表 ₆に基づき，筆者作成．

図 ５　財政の持続可能性の条件
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出所）表 ₅・表 ₆に基づき，筆者作成．

図 ４　一般政府の長期負債残高と基礎的財政赤字の対 GDP比率の推移
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表 ₆のとおり図 ₅の破線の折線で示される．財政の持続可能性の条件は破線が実線よりも高い位

置にあることであるが，この図 ₅で示されているように₂₀₁₁年度以降は財政の持続可能性が高

まって，₂₀₁₅年度では，一般政府基礎的財政赤字／一般政府長期負債残高と経済成長率－利子率

との関係は依然として（ ₂）式の不等式を満たさないものの，その差は₀.₀₃%とほぼ等しくなって

いる．

　以上のことを踏まえ，社会保障基金が財政の持続可能性にいかに作用してきたかをまとめると，

次のようになる．（ ₁）社会保障基金のフローの動向からは，表 ₅で示されているように，その基

礎的財政収支は₂₀₁₅年度に黒字化し，社会保障基金は財政の持続可能性にプラスに作用している．

（ ₂）社会保障基金のストックの動向からは，表 ₅で示されているように，その公債（金融資産）

残高はプラスであるが，中央政府・地方政府長期負債残高が年度ごとに増大しているのに対し，そ

の公債（金融資産）残高は近年では年度ごとに減少していることから，一般政府長期負債残高が一

様に増大している点で，社会保障基金は財政の持続可能性にマイナスに作用している．（ ₃）こう

した社会保障基金のストックの動向をも加味した一般政府長期負債残高について対 GDP比率でみ

ると，表 ₆の一般政府長期負債残高対 GDP比率は₂₀₀₆年度以降に増大し続けている点で，社会保

障基金は財政の持続可能性にマイナスに作用している．

₆．結　　　論

　本論文では，日本の SNA体系における社会保障基金の動向をフローとストックから考察し，社

会保障基金が日本の財政の持続可能性にどのように作用してきたかを明らかにした．すなわち，

社会保障基金は，そのフローの動向からは財政の持続可能性にプラスに作用しているが，そのス

トックの動向からは社会保障基金は財政の持続可能性にマイナスに作用していることが明らかに

なった．

　社会保障基金の基礎的財政収支を改善するためには，表 ₁で示されているように，財産所得（受

取利子）を増大しても基礎的財政収支には中立のため，雇主・家計の現実社会負担を増大して社会

保険料の収入増を図るか，現金による社会保障給付や現物社会移転を縮減する方向での取り組み

が求められる．他方，財産所得（受取利子）を増大させることは，基礎的財政収支には中立である

が，経常・資本取引の収支である「純貸出（＋）純借入（－）」を黒字化して社会保障基金の金融資

産増大にプラスに作用し，社会保障基金のストック面から，一般政府長期負債残高の増大を抑え

る方向に働くことで財政の持続可能性にプラスに作用する．さらに，社会保障基金の金融資産の

構成において国債・地方債のウェートを高めることも，社会保障基金公債（金融資産）残高を増大

させることで，一般政府長期負債残高の増大を抑える方向に働くことで財政の持続可能性にプラ

スに作用する．
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　本論文では，中央政府・地方政府だけで財政の持続可能性を議論するのではなく，一般政府を

構成する社会保障基金が財政の持続性にいかに作用しているのかを明らかにし，社会保障基金の

今後のあり方についても示唆することができた．
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